
家庭向け創エネ・蓄エネ設備導⼊補助⾦ Q＆A 集 

Ｑ１．昨年度（2024 年度）との主な変更点を教えてください。 
Ａ 主な変更点は次のとおりです。 
 ・太陽光発電設備の補助上限（5kW）を追加（要綱別表１の補助額） 
 ・蓄電池の補助要件（目標価格）を変更（要綱別表１の補助要件ｄ） 
 ・必要書類の一部を変更（要綱別表３、４） ※詳細は、必要書類一覧をご確認ください。 
 ・処分制限期間に関する表現を変更（要綱第１４条及び別表５−１、５−２） 
Ｑ２．家（⼾建）の持ち主でありませんが、申込み可能ですか？ 
Ａ 自ら居住する住宅であり、ご本人が工事費を支払うのであれば申込み可能です。ただし、家の持ち主

の承諾書（様式第５号）が必要です。 
Ｑ３．店舗兼住宅、集合住宅等ですが、「家庭用」と「事業者用」のどちらで申請すればよいですか？ 
Ａ 店舗兼住宅や集合住宅等は、原則として「事業者用」で申請してください。 

例外として、マンションのオーナー（個人事業主）が、オーナー自身の居住区画（＝非事業用部分）
にのみ電力を供給し、他の居住者やその他の業務用部分には電力を供給しない」という場合などは、「家
庭用」として申請できます。 

Ｑ４．市外に住んでいますが福山市に転居予定です。制度は利用できますか？ 
Ａ 利用可能ですが、実績報告書の提出までに、引っ越し（福山市に住⺠登録すること）することが条件

です。 
Ｑ５．新築で家の工事は始まっていますが、補助対象機器は工事していません。制度を利用できますか？ 
Ａ 補助対象設備の設置に関する契約を国から市への交付決定日（2025 年〔令和 7 年〕5 月 14 日）以降

に行い、市から申請者への交付決定後に工事に着手するのであれば対象になります。 
Ｑ６．新築のため、交付申請書提出時点で、建物が登記されていません。登記事項証明書に代わる書類と

して何か提出する必要がありますか。 
Ａ 建物に係る建築基準法第 6 条の２第 1 項の規定による建築確認済証又は工事請負契約書を提出して

ください。 
  また、登記事項証明書は登記後、実績報告書の提出時までに提出してください。提出がない場合は、

補助金を交付できない場合がありますのでご注意ください。 
Ｑ７．この補助金を何度も利用できますか？ 
Ａ 補助対象設備により発電した電力を使用する住宅につき、１回限りです。 
Ｑ８．国の補助金等と併用はできますか？ 
Ａ この補助金は、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した補助金です。国の交付要綱に

基づき、同一の補助対象設備に対して、国、地方公共団体その他の団体による他の補助金との併用はで
きません。 

Ｑ９．太陽光発電設備の出力の計算は？ 
Ａ 太陽電池モジュール公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれ

か低い方で計算します。 
なお、出力は小数点以下切捨てになります。 
 
【例①】 太陽光 5.2 kW  パワコン 4.3 kW 

→パワコン 4.3 kW から小数点以下を切捨て、4 kW で交付額算定 
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【例②】 系列１  太陽光 3.2 kW  パワコン 3.0 kW 

系列２  太陽光 1.0 kW  パワコン 3.0 kW 
合計   太陽光 4.2 kW  パワコン 6.0 kW 
→太陽光 4.2 kW から小数点以下切捨てし、4 kW で交付額算定 

Ｑ１０．交付額の算定に用いる「蓄電容量」の考え方は？ 
Ａ kWh 単位で小数点第 2 位以下を切捨てた値になります。（例：５．６７kWh→５．６kWh） 
Ｑ１１．太陽光発電設備に上限容量がありますが、超えた場合の補助金額はどうなりますか？ 
Ａ 上限を超える場合は、上限分（太陽光：５ｋＷ）に１０．５万円を掛けた額（５２５，０００円）が

補助金額になります。 
Ｑ１２．要件である自家消費率３０％を満たさなかった場合は、どうなりますか？ 
Ａ 達成できない場合は、補助金を返還していただく場合があります。消費見込を踏まえた規模にする、

蓄電池を設置するなど、自家消費率３０％を満たすよう計画し、設置してください。 
Ｑ１３．余剰電力について、売電はできますか？ 
Ａ FIT、FIP を活用しての売電はできませんが、電力会社との直接契約（相対契約）により、余剰売電

することは可能です。 
Ｑ１４．FIT、FIP とは何ですか？ 
Ａ 「FIT 制度（固定価格買取制度）」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格

で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。この制度により、発電設備の高い建設コストなども
回収の見通しが立ちやすくなり、より普及が進みます。 

「FIP 制度（Feed-in Premium 制度）」は、2022 年度から、FIT 制度に加えて導入された、市場連動
型の制度です。再生可能エネルギーで発電した電気を売電する際、市場価格に連動したプレミアム単価
が上乗せされます。 

  本補助金は、自家消費型の太陽光発電設備に対する国の交付金を活用しており、同じ補助対象設備に
対して、FIT 制度、FIP 制度を活用することはできません。 

Ｑ１５．蓄電池について、V2H・EV は対象になりますか？ 
Ａ 対象になりません。国の CEV 補助金等をご活用ください。 
Ｑ１６．蓄電池について、１５．５万円／ｋＷｈ（家庭用設備の場合）を超える場合はどうなりますか？ 
Ａ １５．５万円／ｋＷｈを超える部分は、補助対象外となります。補助対象経費に、１／３を掛けた額

（千円未満切捨て）が補助金額になります。 
Ｑ１７．目標価格とは何ですか？ 
Ａ 国の交付要綱に基づき、蓄電池の補助要件として「家庭用蓄電池：１２．５万円／ｋＷｈ以下（いず

れも工事費込み・税抜き）の蓄電システムとなるよう努めること」として、目標となる価格を定めてい
ます。 

Ｑ１８．目標価格を満たせない場合、どうすればいいですか？ 
Ａ 目標価格を満たせるよう努めたことを確認するため、次の①②のいずれかの対応をしてください。 

① 複数者からの見積書を提出する 
② 目標価格での調達に関する申立書（見積書提出事業者に対して目標価格以下となるよう求めたもの

の、目標価格以下の蓄電システムを調達することができなかった旨の申立書） 
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Ｑ１９．目標価格を達成した場合、抽選や審査が有利になりますか？ 
Ａ あくまで「努めること」が１つの補助要件であり、抽選やその他の項目の審査に影響する（有利にな

る）ものではありません。 
Ｑ２０．キャンプなどの外出先での使用や非常用の太陽光パネル、蓄電池は補助対象になりますか？ 
A 停電時のみに利用する非常用蓄電池や外出先で使用する太陽光パネル、蓄電池は補助対象とはなりま

せん。土地又は建物に設置されるもの（屋根置きなど）が補助対象になります。 
Ｑ２１．販売店により、値引きしてもらいます。補助対象経費は値引きを反映する前の価格でしょうか？

値引きを反映した後の価格でしょうか？  
Ａ 値引き後の価格です。値引きについては、補助対象設備ごと（太陽光発電設備、蓄電池など）の値引

き額がわかる資料を添付してください。補助対象設備ごとの値引き額が分からない場合は、補助金額を
減額する場合があります。 

Ｑ２２．システム系統図はどのようなものを添付すれば良いですか？ 
Ａ いわゆる単線結線図など、次の①から③までの接続関係が把握できる書類を提出してください。 

①太陽電池モジュール・パワーコンディショナー・蓄電池などの機器 
（ＲＰＲを設置する場合はＲＰＲを含む） 

②自家消費（分電盤や負荷などの明示） 
③系統（電力会社の送電線・配電線など） 
※メーカー発行の標準的な配線図などを用いる場合で、配線図と実態が異なる場合は、実態に即して

記載・修正してください。 
※既存の設備がある場合は補助対象と補助対象外の各設備の判別ができることが必要です。 
 

（システム系統図のイメージ）（例） 
「様式２ 再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書（10kW 未満の太陽光発電事業認定申請書 記
載要領」の配線図など／資源エネルギー庁 なっとく！再生可能エネルギー 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/youshiki_mihon_02.pdf 

 

Ｑ２３．工事の途中で、必要経費金額の変更がありました。補助金額は増額できますか？ 
Ａ 交付決定通知でお示しした補助金交付予定額が上限となるため、交付決定後に増額することはでき

ません。 
Ｑ２４．補助を受けて設置した設備を処分等したいです。手続きが必要ですか？ 
Ａ 補助金を受けて設置した補助対象設備については、処分制限期間を過ぎるまで、目的に沿って使用し

ていただく必要があります。処分制限期間を過ぎる前に処分等する場合は，補助金を返還していだく場
合があります。 

財産処分等を行う場合は、「福山市家庭向け創エネ・蓄エネ設備導入補助金対象財産処分等承認申請
書」（様式第１６号）を提出して、あらかじめ承認を得てください。 
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Ｑ２５．財産処分等とは、具体的にどういったものですか？ 
Ａ 補助対象設備について、次のいずれかに該当することを、「財産処分等」といいます。 

・転用：補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。 
・譲渡：補助対象財産の所有者の変更。有償譲渡（売却）を含む。 
・交換：補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。 
・貸付：補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。 
・取壊し：補助対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと。 
・廃棄：補助対象財産（設備）の使用を止め、廃棄処分をすること。 
・担保に供する処分（抵当権の設定） 
 

Q２６．処分制限期間とは何ですか？ 
Ａ 法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令〔昭和４０年大蔵省令第１５号〕）を勘案し

て、環境大臣が定める期間（昭和５６年 7 月環境庁告示第５５号）です。 
  具体例として、令和６年６月６日付け官報に掲載された内容を、一部抜粋します。 

施設設備の分類 財産の名称、構造等 処分制限期間 
建物付属設備 電気設備（照明設備を含む） 

蓄電池電源設備 
その他のもの 

 
６年 

１５年 
機械及び装置 電気業用設備 

 送電又は電気業用変電若しくは配電設備 
  需要者用計器 
  その他の設備 

その他の設備 
主として金属製のもの 
その他のもの 

 
 
１５年 
２２年 
 
１７年 
 ８年 

 ※ 判断が難しい場合、まずはその設備の法定耐用年数を御確認ください。 
 
Ｑ２７．自家消費率はどうやって求めればいいですか？ 
Ａ 「発電量」から「売電量」を引いて「自家消費量」を算出してください。 
  そして、「自家消費量」を「発電量」で割って、「自家消費率」を算出してください。 

 【計算方法】 
  「自家消費率（％）」＝「自家消費量※」÷「発電量」 

 （※「自家消費量」＝「発電量」−「売電量」） 

  なお、敷地内に太陽光発電設備がある場合は、それらの太陽光発電設備による発電量を合算して計算
することが必要となることがあります。 
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その他、不明な点はお問い合わせください。 

 

 

 

Ｑ２８．自家消費に関する報告書（様式第１８号）に添付する関係書類はどのようなものですか。 
A 自家消費率の算定根拠となる資料の提出をお願いします。データ計測装置により把握されたもの（モ

ニターの写真又はデータを出力したもの）を想定していますが、自家消費率算定のために必要な総発電
量及び売電量が把握できるのであれば次の書類でも差し支えありません。 

  ・①総発電量がわかるものの写真（パワーコンディショナーに表示される発電量等） 
＋②小売電気事業者からの売電明細書（「購入電力量のお知らせ」等） 

    ※①は日付がわかるように撮影・提出してください。 
    ※①及び②の期間は同一又は②の期間が⻑くなるようにしてください。 
     例） 
 
 
 
 
 
 
 

①総発電量
R5.9.30
①の撮影（計測）

②売電明細書
R4.8.10 R4.8.20 R4.9.20 ・・・・・・・・・・・ R5.9.20 R5.10.20
稼働開始 検針 検針 検針 検針

R4.8.10
稼働開始

R5.9.30（撮影日）以後
※撮影日当日を含む


